
職務経験者採用選考及び行政実務経験者採用選考について
職務経験者採用選考

職 種 行政、土木、建築、機械、電気、社会福祉、
心理、学校事務、保育 行政、土木、建築、機械、電気

任用段階 主任 主任 課⾧補佐

受験年齢 40歳以上61歳以下 40歳以上61歳以下 61歳以下

職歴要件 直近10年中に職務経験が通算5年以上※1 直近10年中に行政実務
経験が通算5年以上※1,2

直近10年中に課⾧補佐
級相当職以上の職務経
験※2,3が通算5年以上

試験内容

第1次 職務能力試験 第1次 書類選考

第2次 個別面接 第2次 論文・プレゼンテーション

第3次 論文・プレゼンテーション －

行政実務経験者採用選考

※1 最低1カ所で3年以上継続して就業していた期間が必要
2 国、都道府県及び政令指定都市における期限の定めのないフルタイム勤務の正規職員における勤務経験を指します。臨時的任用
職員や任期付職員等の期限の定めのある職員及び非常勤職員等のフルタイム勤務ではない職員は含みません。

3 国、都道府県及び政令指定都市における課⾧補佐、係⾧及び主査など国家公務員行政職棒給表㈠4級に相当する職以上の
役職において、実務の中核として事業を推進するとともに、部下の育成・活用などを担う職務経験のことをいいます。

令和7年度の名古屋市職員採用試験について （令和７年1月31日公表）

（参考）令和7年度選考スケジュール

申込期間 第1次試験 面接試験等 合格発表

職務経験者採用選考 7/1(火)～31(木) 9/28(日) 10月下旬～12月上旬
12月中旬

行政実務経験者採用選考 8/13(水)～9/1(月) 書類選考 11月上旬～12月上旬



採用候補者名簿の有効期間の延⾧について

第1類採用試験（22～25歳）及び第2類採用試験の土木、建築、機械、電気区分について、
採用候補者名簿の有効期間を3年まで延⾧できます。

有効期間の延⾧により、留学や就職、大学院進学など多様な経験を積んでから名古屋市役所へ入庁する
こともでき、進路選択の幅を拡げることができます!

令和7年度採用試験の場合

令和7年度

採用試験合格
★

R8.4.1採用 R9.4.1採用 R10.4.1採用

★ ★ ★

留 学

就 職

進 学

自分のキャリアプランに
合わせて、合格後の採用
時期が選択できます!


